
附 属 機 関 等 の 概 要 

名 称 新潟市特別職報酬等審議会 

所管課名 職員課 

設置又は開催の

根拠 

(法律,条例，要綱等) 

新潟市特別職報酬等審議会条例 

 

種 別  ■ 附属機関       ☐ 懇話会等 

事前協議日 平成   年   月   日 

設置年月日  昭和３９年１０月１０日 

委員の任期 
２年  

 

委員の公募 

    ■ 実施する       ☐ 実施しない 

実施しないとした場合はその理由   

☐ 法令等に委員要件が定められており，公募することができないため。 

   法令等名・条項番号（                     ） 

☐ 行政処分，不服審査，職員処分等に関する事項を審議するため。 

   行政処分等の内容（                      ） 

 ☐ 新潟市情報公開条例で定める非公開情報に該当する事項を審議するため。

   非公開情報の内容（                      ） 

☐ 全ての委員が高度な専門的知識を必要とするため。 

   専門的知識の内容（                      ） 

☐ 有識者会議として設置し，市民からの意見聴取は別途実施するため。 

市民からの意見聴取方法（                   ） 

会議の公開 

    ■ 実施する       ☐ 実施しない 

実施しないとした場合はその理由   

 ☐ 法令等により会議が非公開とされているため。 

   法令等名・条項番号（                     ） 

 ☐ 新潟市情報公開条例で定める非公開情報に該当する事項を審議するため。

   非公開情報の内容（                      ） 

 ☐ 公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生ずると認められるため。 

   支障が生ずる理由（                      ） 

休日，夜間の 

会議開催 

    ☐ 実施する       ■ 実施しない 

実施しないとした場合はその理由     

 ☐ 非公募かつ非公開の会議のため。 

 ■ 委員構成上，行政職員等職務として会議出席する委員が過半数以上を占め

ているため，平日昼間の会議開催が望ましい。 

 ☐ その他（                            ）

 

資料の事前配布     ■ 実施する       ☐ 実施しない 

 


